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船舶事故調査報告書 

                               

令和２年３月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年７月３０日 １７時３３分ごろ 

発生場所 福岡県糸島市烏帽子
え ぼ し

島西北西方沖 

 烏帽子島灯台から真方位２９５°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４２.１′ 東経１２９°５７.０′） 

事故の概要  漁船天栄
てんえい

丸は、北北東進中、また、遊漁船第三中正
なかしょう

丸は、漂泊

中、両船が衝突した。 

 天栄丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、第三中正丸は、左

舷船尾部ブルワークに破損等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 天栄丸、４.９トン 

   ＳＡ３－２４７９４、個人所有 

   １２.８９ｍ（Lr）×２.８６ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２１kＷ、平成２０年５月６日    

   第２９０－６０９７６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 遊漁船 第三中正丸、５トン未満 

   ２９０－３４８４３福岡、個人所有 

１１.１０ｍ（Lr）×２.７０ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５１kＷ、平成元年６月       

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年８月２日 

    免許証交付日 平成３１年４月９日 

           （令和６年８月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年４月２５日 

免許証交付日 平成２７年４月２７日 

           （令和２年５月１１日まで有効）   

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部ブルワークに破損、集魚灯用支柱に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、いか
．．

一本釣り漁の目的で、１

７時００分ごろ長崎県壱岐
い き

市壱岐島東方沖の漁場に向けて、佐賀県

唐津
か ら つ

市小川島
お が わし ま

漁港を出港した。 

Ａ船は、小川島東方沖において、レーダーを１.５Ｍレンジで、

ヘッドアップとして作動させ、ＧＰＳプロッターを使用し、船長Ａ

が操舵室で腰を掛け、手動操舵により約１４ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

船長Ａは、航行時、Ａ船の船首が浮上して船首方に死角を生じる

ので日頃から船首方のレーダー映像を注視し、現れた映像を、その

都度、立ち上がって操舵室上部の窓から目視で確認するようにして

いたものの、当時、船尾方約０.２５Ｍ以内に３隻の僚船が並走し

ていたので、それらの映像を注視しながら航行を続けた。（写真１

参照） 

 

 

 

 

 

 

    

    

        写真１ Ａ船 

船長Ａは、烏帽子島西北西方沖を北北東進中、左舷方に浮遊物を

視認し、索などが流れていないか付近を確認していたところ、１７

時３３分ごろ衝撃音を感じて機関を中立とし、右舷船尾方のＢ船を

視認し、同船と衝突したことに気付いた。 

船長Ａは、船尾方に行ってプロペラ付近を確認した後、Ｂ船に近

づき、乗船者の負傷及び被害の有無を確認し、本事故の発生を海上

保安庁及び漁業協同組合に通報した。 

Ａ船は、船長Ａが、付近で海上保安官による聴取を受けたあと、

帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、１５時５

０分ごろ烏帽子島北西方沖の釣り場に向けて福岡県糸島市岐
き

志
し

漁港

を出港した。 

Ｂ船は、１６時４０分ごろ釣り場に到着して機関を止め、左舷船

尾からブイの付いたシーアンカーを流し、船首を東方に向けて漂泊

立って見る時の使用窓 

腰掛けて見る時の使用窓 
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した状態で、船長Ｂが船尾部に座って見張りをしながら釣りを始め

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、１７時３０分ごろ操舵室に置いた携帯電話の

呼び出し音を聞いたあと、操舵室に行き、通話をしていたところ、

船首部の釣り客が船尾方に向かって騒いでいたので、船尾方を見て

約７０～８０ｍに接近してくるＡ船を認めたものの何もできず、Ａ

船がＢ船の左舷船尾部に衝突した。（写真２、写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船左舷船尾部 

船長Ｂは、反転して近づいて来た船長Ａに負傷者がいないこと及

び被害の場所などを伝えると共に、本事故の発生を海上保安庁に通

報するように依頼した。 

Ｂ船は、事故現場付近で海上保安官による聴取を受けた後、自力

航行で帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、本事故時には、船尾方の僚船が近かったので、衝突の

不安を感じ、そのレーダー映像を注視していたので、船首方のレー

ダー映像を見ていなかった。 

船長Ｂは、携帯電話の呼び出し音を聞いて操舵室に行き、クラッ

チの修理を依頼していた修理業者からの電話の着信記録があったの

で、数分の通話であれば問題ないと思い、掛け直した電話での通話

に集中していた。 

損傷箇所 

船尾方 
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船長Ｂは、Ｂ船に電子ホーンを装備していたが、Ａ船に気付いて

から衝突する前の時間が短時間であったので吹鳴することを思いつ

かなかったと、本事故後に思った。 

船長Ｂ及びＢ船の釣り客は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、烏帽子島西北西方沖において、約１４kn の速力で北北東

進中、船長Ａがレーダー画面上の船尾方約０.２５Ｍ以内を同航す

る僚船に衝突の不安を感じ、その映像を注視して航行を続けたこと

から、Ｂ船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

Ｂ船は、烏帽子島西北西方沖において、漂泊中、船長Ｂが操舵室

で携帯電話での通話に集中して漂泊を続けたことから、Ａ船が接近

していることに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。  

船長Ｂは、数分の通話であれば問題ないと思い、携帯電話の通話

に集中したものと考えられる。  

原因  本事故は、烏帽子島西北西方沖において、Ａ船が約１４kn の速力

で北北東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａがレーダー画面上の船尾方約

０.２５Ｍ以内を同航する僚船の映像を注視して航行を続けたた

め、船首方で漂泊中のＢ船に接近していることに気付かず、また、

船長Ｂが操舵室で携帯電話での通話に集中して漂泊を続けたため、

Ａ船が接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

・船長は、航行中、特定の船舶に注意を向けることなく、常時、

適切な見張りを行うこと。 

・船長は、漂泊中、携帯電話の通話などに集中することなく、常

時、適切な見張りを行うこと。 

・漂泊中、接近する他船に対しては、電子ホーンなど有効な音響

による信号により注意喚起を行うこと。 



- 5 - 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和元年７月３０日 

１７時３３分ごろ 

福岡県 

唐津市 

烏帽子島灯台 

Ａ船及びＢ船衝突時の態勢 

小川島漁港 

佐賀県 

Ｂ船 
Ｂ船 

Ａ船 

烏帽子島 

Ａ船 

Ａ船の航跡（推定） 

小川島 

長崎県 

壱岐島 

壱岐島 


